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(3)　　「⑪」　欄には、「⑧」　欄の金額を基に地方法人税法の規定を適用して計算した　「地方法人税の額」　を記

　 入します。

(4)　　「⑫」　及び 「⑬」　欄には、「⑧」　欄の金額を基に地方税法の規定を適用して計算した　「道府県民税の

　 法人税割の額」　及び　「市町村民税の法人税割の額」　を記入します。

(5)　　「⑭」　欄は、　遺贈があった日の属する事業年度が東日本大震災からの復興のための施策を実施するた

　 めに必要な財源の確保に関する特別措置法第45条に規定する課税事業年度である場合には、「⑧」から「⑬」

　 までの各欄の金額の合計額に、　「⑧」　欄の金額を同法第44条に規定する基準法人税額とみなして同法第

　 47条及び第48条の規定を適用して計算した「復興特別法人税の額」を加算した金額を記入します。
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